
太田税務署からのお知らせ

　・確定申告期間中は、税務署などの申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくこととなります。
　　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、ご自宅で確定申告書等が作成で
きます。詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

　・平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、２月16日（月）か
ら３月16日（月）までです。

　　還付申告は、２月15日（日）以前でも行えます（税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日等）は、太田税
務署での相談及び申告書の受付は行っていません）。

○

　平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ「公
的年金等に係る雑所得」以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要あり
ません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
　また、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除（例えば、純損失や雑
損失の繰越控除など）の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
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